
ハローワーク高岡がお届けする、人手不足時代の人材確保に向
けたセミナーです。

日時 令和７年１０月２９日（水）
１４：００～１６：００

場所 ハローワーク高岡 ３階会議室
高岡市向野町３－４３－４

定員
２０名
（参加は先着順で、１社につき２名までとさせていた
だきます。また、会場の都合上定員を超えた場合はお
断りさせていただく場合があります。）

主な
内容

人手不足が深刻化する中、人材を確保するための魅力
ある求人票の作り方や、自動車運転者の労働条件等につ
いて及び、労務リスクを減らす働き方改革への対応につ
いての説明を行います。

詳しくは、ハローワーク高岡までお問い合わせください。

主催 高岡公共職業安定所（ハローワーク高岡）

※ハローワーク高岡 求人・事業所部門
０７６６－２１－１５１５（部門コード ３１＃）

運輸業対象
人手不足時代の人材確保セミナー



セミナーの内容
１ 魅力ある求人票の作成について

事業所と求人内容の魅力を十分にアピールし、採用したいと
考えている人材像を求人票で明確に示すことによって、多くの
方の目にとまり、応募者を増やすことにつながります。応募者
を集めるポイントについて説明を行います。

講師：高岡公共職業安定所 求人・事業所部門
統括職業指導官 原 伸光

２ 自動車運転者の労働条件等について

３ 知らなかったでは済まされない！
～運輸業の労務リスクを減らす働き方改革への対応について～

運輸業ならではの課題に焦点を当て、労務トラブルや健康起
因事故を防ぐための具体的な対策について解説します。法律を
遵守し、社員さんが安心して働ける環境を整えることが結果と
して人材の定着や採用力強化につながります。

講師：雇用管理改善等コンサルタント
社会保険労務士 野 博幸 氏

参加申込について
※申込みフォームからお申し込みください。
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou16/1029seminar

※申込みフォームで申込みできない場合は、ハローワーク高岡 求人・
事業所部門（連絡先は表面下部）へご連絡ください。

※ご提供いただきました個人情報は、当セミナーのみに利用させていただ
きます。

自動車運転者の労働条件改善のために不可欠である最新の改
善基準告示や働き方改革関連法の説明と、改善事例の紹介を行
います。

講師：高岡労働基準監督署
第一方面 労働基準監督官 竹折 拓哉 氏


